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１章 今年度業務の概要 

１－１ 今年度業務の目標と年次的位置づけ 

本業務では、普天間飛行場大規模駐留軍用地跡地の利用促進に向けて、地権

者等関係者の合意形成の円滑化を図るため、平成 13年度から、以下の通り継

続的な取り組みを展開してきた。 

平成 13 年度 

普天間飛行場跡地利用に係る合意形成を進める上で、地権者・市民等への情

報提供や意向把握を如何にして行っていくか、長期的な視点から人材育成・

組織づくりに向けてどのようなことが必要か等を検討し、合意形成活動の基

本的な考え方を整理した「関係地権者等意向把握全体計画」を策定した。 

同計画では、第 1ステージ（当面 5ヵ年）の目標を「宜野湾市全体の将来

像（跡地利用及び周辺地域整備等に関する基本的な方針）に対する合意形成」

と設定した。 

平成 14 年度 

合意形成活動を確実に進めていくための基礎的環境づくりを目的として、全

体計画に基づく個別の取り組みをスタートした。 

平成 15 年度 

地権者意向調査や懇談会を通じて、地権者意向を重点的に把握し、宜野湾市

都市マスタープラン、跡地利用基本方針等の計画策定に向けた下地作りを行

うとともに、合意形成活動を進める上での配慮事項等の整理を行った。また、

若手地権者懇談会については、本格的な組織化に向けて継続的な活動を展開

した。 

平成 16 年度 

合意形成のポイントとなる地権者等に対して、市の将来像・跡地の位置づけ

等に関する情報提供・意見収集を行うとともに、普天間飛行場の跡地を考え

る若手の会（以下 若手の会）において、現段階における跡地利用への地権者

の考えをとりまとめた。また、跡地利用基本方針素案作成に向けて、地権者

の意見集約を図れるような環境整備を行った。 

 

平成 17 年度 

今年度は、当面 5 ヵ年を目標として取り組んできた本調査の区切りの年と

して、過年度業務における成果や持続的な業務展開の必要性を踏まえつつ、

以下の 2点を合意形成活動の目標と設定し、業務を実施した。 

■跡地利用基本方針(案)等の地権者等への周知と意向集約 

■次の段階を見据えた持続的な意向醸成のための環境整備
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■今年度業務の年次的位置づけ 

年 度 平成 13 年度 平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 以降 

跡地利用に関連する 

計画策定等の流れ 

      

 

合意形成活動の主たる目標 

 

 

地権者・市民への情報提供、意向

把握や合意形成を確実に進められ

るような基礎的環境（人材・場・

組織）づくり 

地権者意向の重点的な把握によ

る、跡地利用基本方針等の計画策

定に向けた下地づくり 

市全体のまちづくり方針からみた

跡地の役割等の周知と、跡地利用

に対する要望・意見の収集 

跡地利用基本方針素案等に係る

地権者の意向集約を図るための

環境づくり 

跡地利用基本方針(案)等の地権

者等への周知と意向集約 

次の段階を見据えた持続的な意

向醸成のための環境整備 

跡地利用計画・周辺まちづくり計

画等の合意形成に向けた人材・組

織等の環境づくり 

主な取り組み成果 

 

 ■全体計画の周知等を皮切りに、地

権者の跡地利用に対する意向醸成

のための活動をスタートさせた。 

■地権者懇談会により、跡地利用へ

の思いや合意形成活動を進める上

での意向が把握された。 

■若い世代のまちづくりへの参画や

若手検討組織の立ち上げ、人材育

成に向けた第一歩として、「若手地

権者等懇談会の開催」、「まちづく

り学習の準備」を行った。 

■地権者意向調査により、多数の地

権者意向が把握された。（回収率

70％） 

○土地活用や位置に関する意向 

○合意形成活動に対する意向等 

■各種調査事業の状況報告等を通じ

て、地権者の不安の解消に努めた。 

■若手地権者懇談会については、定

例的な活動の基礎がつくられた。 

■懇談会、情報誌等を通じて、地権

者・市民に対し、跡地を含めた市

全体の将来像や、跡地の位置づけ

等の周知が図られた。 

■若手地権者懇談会の機能強化及

び位置づけの明確化が図られた。 

■跡地利用基本方針素案等に対す

る地権者の意向集約、意向反映の

仕組みが確立された。 

■現段階での地権者の思いとして、

「普天間飛行場跡地利用への私た

ちの考え」がとりまとめられた。 

■跡地利用基本方針指針、素案の段

階における多様な手法を通じた

情報提供、意見収集 

■跡地利用基本方針指針、素案をも

とに、昨年度確立した仕組みに基

づく協議検討を行い、地権者とし

ての意向を集約する。 

■５ヶ年計画の評価・検証を行い、

次の段階を見据えた活動の方向

性を整理する。 

■基本方針に基づく具体的な跡地

利用計画等策定の必要性と、その

際の地権者・市民等合意形成活動

の方針を周知し、理解を得る。 

■跡地利用計画等策定にあたって

の地権者意向（周辺まちづくり地

権者含む）を把握し、解決すべき

課題を整理する。 

■基地周辺地区の地権者等に対して

まちづくり勉強会等を実施すると

ともに、まちづくり検討組織等の

立ち上げ準備を行う。等 

継続的に実施されてきた 

主な個別活動の実施状況 

      

 

 

 

 

関

係

地

権

者

等

の

意

向

把

握

全

体

計

画

策

定 

跡地利用計画や周辺まちづくり計

画等の策定に向けた取り組み 

沖 縄 振 興 計 画 

宜 野 湾 市 都 市 マ ス タ ー プ ラ ン 

普 天 間 飛 行 場 跡 地 利 用 基 本 方 針 

情 報 誌 ふ る さ と 、 広 報 誌 等 を 通 じ た 継 続 的 な 情 報 提 供 

地権者個別意向把握調査 

まちづくり学習実施に対する可能性の把握 

若手地権者等の懇談会の立ち上げ 

数字合同の地権者懇談会による情報提供と意向把握 支部単位（小単位）によるきめ細かな情報提供・意見収集と地権者組織の強化 

地権者個別意向把握調査 

情報提供窓口の設置、 

ホームページの機能強化 

勉強会形式による定例的な活動展開 

学習プログラム案の作成と 
実施に向けた学校側との調整 

機能充実と日常的な質疑応答・意見収集の場としての活用 

跡地利用に係る協議検討と 

組織としての体制の確立 

地権者意向集約のための協議検討と次

の段階を見据えた活動方針の明確化 

モデル校での取組実施 市内小中学校へ広めていく上での調整 

基本方針に係る地権者等アンケート 

市内小中学校でのまちづくり学習の実施 

市民との連携を含めた組織の強化と個

別テーマごとの検討部会等への発展 
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１－２ 業務にあたっての留意点 

普天間飛行場跡地利用に向けては、跡地利用基本方針策定調査を軸として各

種調査が実施されているが、それらと本業務は非常に密接な関係を持つもので

ある。特に、関連調査の成果を集約してとりまとめを行う、跡地利用基本方針

策定調査とは、地権者等の合意形成活動を進める上で関わりが強いものとなる

ため、情報の共有化、連携を図りつつ、業務を遂行した。 

また、長期的視点から見た人材育成や若い世代のまちづくりへの参画を目的

にスタートした普天間飛行場の跡地を考える若手の会は、これまでの継続的な

活動を通じて、跡地利用に係る検討組織として発展しつつある。今年度の 2

つの合意形成活動目標を踏まえると、若手の会の活動は、双方の目標に大いに

関連を持つものであり、今年度業務の軸となる取り組みとして、活動を展開し

ていく必要がある。 

そのため、会運営にあたっては、昨年度選出された若手の会 3 役との十分

な調整のもと、会運営を図り、跡地利用基本方針策定に係る指針や基本方針案

を題材とした十分な議論、意向集約を行えるような環境づくりを行うことに留

意した。また、持続的な取り組みを目指し、基本方針策定後の次の段階を見据

えた活動の方向性を明らかにすることも、会運営の目標として業務を実施した。 

 

 

１－３ 今年度業務の内容 

今年度調査では、年度目標に対応した個別の取り組みとして以下の内容を実

施した。それぞれの取り組みの概要は次章に整理する。 

（１）地権者支部別懇談会による情報提供・意向把握 

（２）ふるさとによる情報提供 

（３）普天間飛行場の跡地を考える若手の会 

（４）普天間飛行場跡地利用対策部会 

（５）地権者ハガキアンケート 

（６）地権者勉強会 

（７）広報チラシによる情報提供 

（８）各種団体を対象とした懇談会 

（９）まちづくり学習の展開に向けた取り組み 
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２章 各取り組みの実施状況 

２－１ 地権者支部別懇談会による情報提供・意向把握 

「跡地利用基本方針策定に係る指針」、「跡地利用基本方針(案)」の説明と、

その内容に対する意見収集を主目的として、以下の通り地権者支部別懇談会を

実施した。 

懇談会実施にあたっては、「跡地利用基本方針策定に係る指針」、「跡地利用基

本方針(案)」の内容を地権者に十分理解してもらうため、分かりやすい資料を

作成し、説明するよう留意して行った。 

また、第２回懇談会実施にあたっては、地主会との連携のもと、懇談会の事

前に地主会評議員、普天間飛行場跡地利用対策委員、若手の会を対象に懇談会

への参加呼びかけ依頼を行う等、多くの地権者の参加が得られるよう努めた。 

 

（１）第 1 回地権者懇談会 

①懇談会の内容 

○広域的な都市基盤（幹線道路、大規模公園等）や公共公益施設の整備について

の勉強会 ～那覇新都心地区を参考に～ 

○跡地利用基本方針策定に係る指針について 

○質疑応答、意見交換 

 

②開催状況 

開 催 日 会  場 対象地区 参加者数 

7 月 21日（木） 喜友名公民館 喜友名、伊佐 13 

7 月 22日（金） 普天間三区公民館 野嵩、新城 12 

7 月 25日（月） （新）大山公民館 大山、大謝名、真志喜 20 

7 月 26日（火） 宜野湾公民館 宜野湾、佐真下 24 

7 月 27日（水） 中原公民館 中原、赤道、上原 10 

7 月 28日（木） 十九区公民館 神山 12 

7 月 29日（金） 農協会館２F 全地区 30 

計  121 
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②懇談会であげられた意見の概要 

地権者から「跡地利用基本方針策定に係る指針」に対してあげられた意見の

概要は以下のとおりである。 

 

１）「跡地利用基本方針策定に係る指針」全体の印象についての意見 

●指針は素晴らしい内容となっており、今年度中に基本方針策定を公表するという

ことは非常によいことだと思う。 

●基本方針の内容についてこの段階で反対する人はいないと思うが、地権者の声な

き声があるということも重々承知して跡地利用を進めてほしい。 

●とても素晴らしい計画だと思う。跡地利用計画には、地権者の子供や孫の生活が

係わってくる。また、非常に緻密にこれだけの方針を具体化し、遂行していくこ

ととなるため、女性の意見も取り入れられるような、宜野湾市の理想的な都市計

画を進めていただきたい。 

 

 

２）「跡地利用の基本方向に関する提言」についての意見 

●地権者が持っている土地は、先祖代々から受け継いだ土地であり、昔はここで生

活をし、畑をしていた。跡地利用計画やまちづくりはする必要があり、良いこと

だと思うが、跡地利用の基本方向の 1 番目に書いてある通り、地権者が一番だと

いうことをくれぐれも忘れずに行って欲しい。 

●指針の中に、段階的な跡地利用の実現とあるが、段階的とは何年を意味してのも

のなのか。地権者は具体的な年数等が気になると思う。 

●今回は那覇新都心の返還とは次元の違う話であり、跡地利用によっては沖縄の将

来を左右する大きなプランだと思う。そのため、東京の方ばかりに目を向けるの

ではなく、例えば国際的な機関を誘致するような努力をしていただきたいと思う。

国際交流は子供たちにも良い影響を与え、若者にも刺激を与えると思う。また、

そのような機関があれば経済的にもプラスになってくると思う。是非、世界的な

視点を基本方針の中に入れていただきたい。 

●持続的、段階的な跡地利用の実現の部分で人口について記述がなされているが、

沖縄の人口増加は、東京等の生産型の増加とは違い余暇型の人口増加であり、こ

うした特性を踏まえて経済効果等を考える必要がある。 
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３）「跡地利用の具体的な内容に関する提言」についての意見 

●（仮）普天間公園については、どの程度の大きさを目標として考えているのか。ま

た、公園の用地はどのように確保していくのか。 

●これまでモノレールの話があまりなくて不安だったが、今回公共交通システムの導

入ということで、明記されておりよかったと思う。交通システムの中でもモノレー

ルに力を入れて、是非実現できるよう努めていただきたい。 

●「産学住遊創」と新しく聞く言葉があるが、具体的なイメージがしづらい。 

●宜野湾市はゴミ処理を他の市町村に任せている状態である。原油も昔に比べ相当高

くなっており、これからはゴミが宝物になってくると思う。こうしたことを踏まえ、

（仮）普天間公園の地下にゴミ処理場をつくってはどうか。ゼロエミッションの実

現もゴミ処理場がなければ難しいと思う。 

●これからは自分達が目に見える所で生産された物に需要があると思うので、自然との

共生も含め、農地としての利用も計画の中に取り入れてもらえればと思う。 

●基本方針として大事な柱がいくつも出されているが、地権者として自分の土地に家

を建てたいという気持ちを持つ人も多いと思う。その中で（仮）普天間公園の整備

とあるが、自分たちが使える土地がどれくらいになるのか心配である。その一方で、

那覇のような小さな路地ばかりの街をつくっても人は集まらないだろうし、広大な

土地なのだから将来を見据えて立派な街づくりをしようという気持ちも地権者に

はある。 

●軍用地として長い間使用されてきているため、普天間公園や道路等の基盤整備につ

いては、国に行ってもらいたい。地権者が提供する土地は最小限にしていただき、

広域的な公園の用地等は国が買い取ってほしいと思う。 

●沖縄の人口は 130 万人程度で、中部地域だと 50 万くらいの人口だと思うが、50

万の人口がこんな大きな公園を利用して本当に地権者にメリットがあるのか。 

●大規模公園ができたために地域が分断されるようなことにならないよう留意する

必要がある。また、沖縄には適正に管理されていない公園がたくさんあるが、管理

や維持も十分考慮する必要がある。 

●公園の整備については地権者だけでは大変であり、是非国に協力をしていただきた

いと思う。 

●インフラ整備には国や県が何割程度負担するのか。また公園や道路ができた場合、

維持管理費等を含めて国や県が責任を持ってやってくれるのか。 

●国や県も力を入れていくのであれば、県庁を持ってきてはどうか。宜野湾市役所の

移転も考えられているのであれば、ぜひ推し進めて欲しい。 

●（仮）普天間公園とあるが、観光資源として活用できるよう、宜野湾市にしかない

施設を考えてみてはどうか。（展望台、ドーム型闘牛場等） 

●指針の中に周辺整備との連携とあり、「既成市街地」と「周辺市街地」という言葉

が使われているが、何か意図があって使い分けているのか。 
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４）「今後の取り組みに関する提言」についての意見 

●若手の会を立ち上げ、活動しているとのことだが、地権者の二世、三世たちの意見

は今後も重視して進めて欲しい。 

●宜野湾市の今のまちでさえ閉じたシャッターが多く、道路整備も進んでいないのに、

普天間飛行場の跡地整備にどのくらいの期間がかかるのかを地権者は危惧してい

る。今後も継続的に予算が付かないと前に進まないと思う。 

●先行取得は、希望者がいても全ては買えない状況のようだが、もっと積極的に跡地

利用のための土地を買い取っていけば、地主も理解していくと思う。 

●街づくりに入ってから何年くらいで完成するのか。制度ができればすぐできるとは

思うが、地権者の気持ちが一番大事だと思う。みんなの考えが前向きであれば素晴

らしい街づくりができると思う。 

●普天間飛行場の返還については、新聞等で様々な報道を目にするが、もしすぐに返

還となった場合、跡地利用に影響はないのか。 

 

５）その他の意見 

●泊付近からの湾岸道路整備が予定されているようだが、跡地利用で計画している幹

線道路（宜野湾横断道路）もそことつながれる予定はあるのか。 

●跡地利用の中で住宅をつくりたいという地権者が多くなった場合、どのように選定

するのか。 

●環境問題について、米軍は文化財調査には協力的だが環境調査になるとあまり協力

的ではないということで、北谷のように汚染物質が発見されるようなことがないか

心配である。 

●これからは何でも民営化となっていくため、計画づくりの際には、地権者の利益が

あげられるような考え方ももっていただきたいと思う。 

●普天間飛行場では、以前飛行機の廃油を燃やしたために問題になったことがあるが、

地下に廃棄している可能性も考えられる。普天間飛行場で有害物質がでた場合、国

が責任を持つとのことだが、処理にかかる費用も国が 100％持つのか。また、北

谷の例では、返還後に地権者の手に返されるまで 1 年かかったとの報道もある。 

●現在、基本方針の素案を作成するために地権者の意向などを聞いていると説明があ

ったが、基本方針の案ができたとして、我々地権者はどの段階で案を知ることがで

きるのか。案ができてしまって、地権者の代表だけ知って方針が決まるのか。 

●那覇新都心においては、行政が使用する区画として地権者から土地を買収しておき

ながら、状況が行き詰まってくると、その後別の方法で土地を売却するといったこ

とが増えているようであるが、他の利用目的のための兼用を想定すべきではないと

思う。 

●案の段階でも土地所有者に対して、アンケートをすべきだと思う。そのアンケート

結果を踏まえて、最終的なとりまとめを行う必要があると思う。 

 



 
 

 

 
11 

【第１回地権者懇談会風景】 
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【第 1回地権者懇談会資料】 
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（２）第２回地権者懇談会 

①懇談会の内容 

○普天間飛行場跡地利用基本方針策定に係る指針のビデオ放映 

○第 1回地権者懇談会であげられた意見概要の報告と、基本方針(案)についての

説明 

○質疑応答、意見交換 

 

②開催状況 

開 催 日 会  場 対象地区等 参加者数 

11/29（火） 中央公民館 地主会役員・対策委員・若手の会 28 名 

12/5（月） 新大山公民館 大山、大謝名、真志喜 29 名 

12/6（火） 農協会館 2階 喜友名、伊佐、野嵩、新城 28 名 

12/7（水） 19 区公民館 神山、中原、赤道、上原 24 名 

12/11（日） 農協会館 2階 全地区 37 名 

12/12（月） 宜野湾公民館 宜野湾、佐真下 14 名 

計  160 名 

 

③懇談会であげられた意見の概要 

地権者から「跡地利用基本方針(案)」等に対してあげられた意見の概要は以下

のとおりである。 

 

１）跡地利用基本方針(案)に係る質問・意見等 

●沖縄県では、失業率が高く、若い世代の就業率も低い状況である。跡地利用基本

方針の中に、雇用の場の確保、雇用の拡大といった内容を文章として入れてはど

うか。 

●今回追記されたように、国の積極的な関与は絶対的に必要だと思う。国の積極的

な関与には、財源の確保も含まれているのか。 

●「普天間飛行場は琉球石灰岩台地に位置し、地下には洞穴や地下水脈が発達して

いるとともに、埋蔵文化財包蔵地や貴重な動植物の生息も明らかになってきた」

とのことだが、これらはどのように調べられたのか。 

●供給処理施設等の整備とあるが、現在、検討されている内容を聞かせて欲しい。 

●跡地利用基本方針(素案)についての国・県・市の内部調整が行われたとのことだが、

普天間公園の規模も含めて調整されたのか。 
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●大規模な公共公益施設として現段階で考えられているものがあれば教えて欲しい。 

●基本方針(案)に出てくる「宜野湾市の将来都市像」とは何年後を見越しているのか。

また、将来像の説明が基本方針に記載されていないのは何故か。 

●基本方針づくりにあたって、将来人口等は考慮されているのか。 

●(仮)普天間公園には、どのような施設を考えているのか。 

●今後の取り組みに関する方針の中に、モノレールの延伸を検討することが謳われ

ており大変すばらしいと思うが、その他どのような交通を考えているのか。 

●湧水や地下水脈への配慮が謳われているが、大山田芋畑の保全のためだけであれ

ば、考慮する必要はないと思う。大山地区は今後市街化が図られ、地権者も別の

目的で土地利用をしていくと思うので、懸念するに及ばないのではないか。また、

農業後継者も殆どいなくなるのではないか。 

●地球温暖化防止に取り組むとあるが、一地域の基本方針の中にあえて入れる必要

はないのではないか。 

●具体的に計画を進めていく上での資金はどこから調達するのか。美浜が成功した

ことの一要因として、外資の導入があげられている。普天間飛行場跡地利用でも

外資の導入を考えているのか。 

●日米安全保障協議委員会（2 プラス 2）の状況を見ると、中南部都市圏における

軍用地の返還により、相当規模の跡地利用となる可能性もある。こうした状況を

踏まえて基本方針を作成しているのか。 

●大規模公園をつくることにより地権者の収入減につながってしまうのではないか。

軍用地料に代わる収入が得られるような土地利用を考えて欲しい。地主が収益を

あげれば、市の税金として入ることにもつながってくると思う。 

●継続的に地権者懇談会等が開催されたことにより、どのようなまちがつくられる

のかというイメージはできつつあるが、まちづくりにかかる莫大な費用をどのよ

うに捻出するのかということは基本方針(案)のどこに謳われているのか。今後の

取り組みに関する方針の中に「国の積極的関与を前提として」という表現がある

が、この中に含まれていると捉えてよいのか。 

●今後の取り組みに関する方針の中に、「宜野湾市及び沖縄県は国と連携し」とある

が、「連携」という表現は曖昧である。「協働」という言葉には相互責任という意

味合いも含まれると思うが、何故連携という表現になったのか。「協働」という言

葉に置き換わることにより責任も明確になるのではないか。 

●跡地利用基本方針では、段階的な跡地利用に計画的に取り組むといった内容が謳

われているが、段階的な開発では、地権者間に不公平が生じるのではないかと心

配である。段階的開発になった場合でも、地主の公平性を保てるような方策を取

ってもらいたい。 
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２）今後の計画づくりに係る質問・意見等 

●自然が減っていく中、地球温暖化という問題もあるため、跡地では、健康の森、

平和の森、水辺の森、はごろもの森、タームの森等、いくつかのテーマを持った

森をつくって欲しいと思う。 

●情報通信基盤の整備については、現在のＩＴセンターを中心に行って欲しい。 

●このような地権者懇談会は継続的に実施して欲しい。 

●騒音や市民への危険性の問題以外に、普天間飛行場が存在することによる市民生

活や産業に与える影響(経済損失)を定量的に明らかにし、市民に情報提供を行う

ことによって、跡地利用に対する意識も高まってくるのではないか。 

●魅力ある街づくりのために、飲食店通り（中華街通り・洋食屋通り、和食屋通り

等）や、娯楽通り、専門店街通り、学生通り等、特色を持たせた計画が必要だと

思う。 

●跡地内の移動性を高めるための公共交通として、観光客の目に留まり、市民もリ

ゾート感覚で楽しく移動でき、子供たちも興味を持つようなトロッコ列車等を導

入してはどうか。 

●跡地には大型ショッピングセンター等の導入も必要だと思う。 

●普天間飛行場跡地の交通条件の良さ等から、県庁を持ってくることを考えてはど

うか。 

●沖縄でも自然災害の発生が考えられるため、普天間飛行場跡地を避難地として活

用していくことを考えてはどうか。 

●普天間飛行場の滑走路はそのまま残して、駐車場や様々な県民イベントの会場と

して利用してはどうか。コンクリートを壊すだけでも相当大変なはずであり、幹

線道路等としてそのまま使うことも考えられると思う。 

●住宅地づくりについてとあるが、跡地に住宅をつくると墓地も必要になってくる

と思う。今の地権者にとっても墓地は必要である。跡地において墓地公園は考え

られているのか。 

●跡地の事業手法はこれからの話しであるが、もし区画整理事業で行った場合、成

功の大きな要因は減歩の軽減であることは明らかである。そのため国有財産約 10

万坪を例えば公共施設へ無償提供することについて、行政の立場から国へ要請し

てもらいたい。沖縄振興特別措置法には、具体的な内容は示されておらず、具体

的な方針をまとめていく必要がある。 

●魅力あるまちづくりに向けては、大規模公園等は必要であり、そのために国・県・

市・地権者の協働は不可欠であるが、先行買収に対する税金の控除を現状の

1,500 万から 2,000 万、3,000 万以上へと見直す等、協働しやすい環境を整え

てもらうようお願いしたい。 
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３）その他関連調査等に係る質問・意見等 

●跡地利用計画づくりの今後の予定を教えて欲しい。 

●伊佐で行われている下水道処理施設の拡張工事や国道 58 号バイパス延伸の計画

は、普天間飛行場跡地利用と関連してのものなのか。 

●普天間飛行場跡地利用は、非常に重要なプロジェクトであるため、基地政策部の

みで対応するのではなく、市役所全体で取り組んでいく必要があると思う。 

●地権者の権利の確保が謳われていないように思える。現在の宜野湾市庁舎は、軍

用地の跡地につくられたものであるが、公共施設をつくるということで国から補

償がなされなかったとのこともある。地権者にはしっかりした補償がなされるよ

う対応して欲しい。今回の基本方針以外で、既に地権者の権利の確保に係る取り

決めはなされているのか。 

●普天間飛行場跡地には相当数の文化財があるようだが、文化財調査の状況を教え

て欲しい。 

●先行買収はどのような土地を対象に行っているのか。 

●軍用地料のみの収入しか無い地権者もいると思うが、返還されたら収入が無くな

ってしまう。このような地権者の生活を救済する措置はあるのか。 

●先行買収について、墓地の買い取りはしないとのことだが、それは何故か。 

●指針の段階に実施したハガキアンケートについて、「75％の方が概ね理解できる」

と回答したとのことだが、残り 25％の方の意見には反対意見もあると思う。そ

のような意見にはどのように対応していくのか。 

●基本方針(案)は、インターネットで公開されてはいるが、インターネットを利用で

きない人もいるはずであり、地権者の情報共有を図るという意味では、基本方針

(案)を全地権者に配ってもよかったのではないか。跡地利用を考える上で、情報

の共有化は非常に大事だと思う。 

●跡地利用基本方針を来年 3 月にまとめると思うが、その後の計画が地権者に見えてこ

ないため、跡地利用計画について現段階で分かっていることがあれば教えて欲しい。 

●基本方針(案)の冒頭に「普天間飛行場の移設に係る政府方針」とあるが、これには

時限があるのか。 

●宜野湾市では、「普天間飛行場の跡地を考える若手の会」等の活動の場があるよう

だが、一般の地権者、特に宜野湾市外の地権者にはこのような地権者懇談会の場

しか意見を言う機会がない。市役所を訪れて意見を言うにしても市外からでは気

軽に行けない。そのため、今回で終わりということではなく、このような意見交

換の場は継続し、回数ももっと増やして欲しい。回数を増やすことが困難であれ

ば、電話等による個別対応が可能となるような体制を整えて欲しい。 

●他地域の状況とは違う普天間飛行場跡地の実情や特性を踏まえ、長期金融の施策

について検討することを基本方針に入れられないか。 
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●日米安全保障協議委員会（2 プラス 2）の中間報告（17.10/29）では、嘉手納

以南の大部分の基地を返還するとあったが、それは確定的なものか。 

●宜野湾市は今、普天間飛行場等の跡地利用に取り組んでいるが、瑞慶覧基地の返

還が拡大された場合、大変な混乱になるのではないか。北谷から伊佐浜あたりは、

昔は美田であったが、米軍の強制接収で現在の状況になった。今返還となった場

合、元の田にすることはできないと思うが、全部をまちづくりということも難問

だと思う。出来るのであれば、普天間飛行場跡地利用の進捗を踏まえた返還が望

ましいと思う。 

●普天間飛行場跡地利用については、これまで多くの人が苦労しながらここまでき

たが、今、嘉手納以南の全面返還という話しがでることに対して、非常に面白く

ない。普天間飛行場が返還されるまでに、他の地域の返還がなされた場合、普天

間の跡地利用の進捗に影響を及ぼさないか心配である。 

●大規模公園等公共用地が計画された場合の代替地の準備はあるのか。また、多く

の道路や公園をつくるための費用はどう確保するのか。 

●地主のみならず市財政としても地料収入の 80 億円は大きいものであり、経済面

を考慮した跡地利用を行う必要がある。また生活費を地料に頼っている方も多い

ため、返還後はその 80 億円減に対する考慮をしていただきたい。 

 

【第２回地権者懇談会風景】 
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【参考：平成 13年度から 5ヵ年の懇談会開催状況】 

 実施年度・回数 参加者数等 主な内容 

1 
平成 13 年度 

 第 1 回懇談会 
198 名（4 日間） ・全体計画策定にあたっての意向把握 

2 
平成 14 年度 

第 1 回懇談会 
286 名（11 日間） 

・関係地権者等意向把握全体計画の説明 

・沖縄振興新法の説明 

3 第 2 回懇談会 151 名（5 日間） 

・今後のまちづくりと合わせて地権者に考え

ていただきたい事項（返還後早期に土地活

用を図ることの必要性） 

・若手地権者の意識啓発の必要性 

4 第 3 回懇談会 118 名（4 日間） 
・普天間飛行場跡地のまちづくりの流れ 

・各地権者に対する土地所在地の周知 

5 第 4 回懇談会 60 名（2 日間） 
・返還後に考えられる土地活用の方法 

・宜野湾市都市マスタープラン策定経過 

6 
平成 15 年度 

第 1 回懇談会 
121 名（5 日間） 

・地権者意向調査の結果報告 

・文化財調査、自然環境調査の報告 

7 第 2 回懇談会 112 名（4 日間） 

・跡地利用基本方針策定状況 

・地権者意向からみた今後考えていくべき事

項 

8 
平成 16 年度 

第 1 回懇談会 
123 名（8 日間） 

・宜野湾市都市マスタープランにおける跡地

の位置づけ、役割等について 

・跡地利用基本方針策定状況について 

・普天間飛行場の跡地を考える若手の会の活

動状況等について 

9 
平成 17 年度 

 第 1 回懇談会 
121 名（7 日間） 

・広域的な都市基盤（幹線道路、大規模公園

等）や公共公益施設の整備についての勉強

会 ～那覇新都心地区を参考に～ 

・跡地利用基本方針策定に係る指針について 

10 第 2 回懇談会 160 名（６日間） 

・普天間飛行場跡地利用基本方針策定に係る

指針のビデオ放映 

・跡地利用基本方針(案)について 
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２－２ 「ふるさと」による情報提供 
地権者支援情報誌「ふるさと」は、平成 13年度から継続的に発行してきて

おり、今年度は 13 号～16 号を発行した。 

第１号～１６号までの発行時期及び主な掲載事項は以下のとおりである。 

 

【ふるさと発行時期と主な掲載事項】 

 発行時期 主な掲載事項 

第 1 号 平成 13 年 11 月 

・ふるさと発刊の趣旨 

・琉球大学・仲地博教授の講演内容（跡利用計画の三つの原

則） 

・跡地対策に係る国・県・市の取り組み 

・関係地権者等意向把握全体計画策定への協力依頼 

第 2 号 平成 14 年 2 月 

・跡地対策準備協議会の動き 

・関係地権者等意向把握全体計画策定の中間報告（地権者懇

談会から見た問題・課題） 

第 3 号 平成 14 年 9 月 

・第 1 回地権者懇談会の報告 

・第 2 回地権者懇談会開催案内 

・情報提供窓口開設案内、平成 14 年度の調査概要 

第 4 号 平成 14 年 11 月 

・第 2 回地権者懇談会の報告 

・第 3 回地権者懇談会開催案内 

・若手地権者懇談会のメンバー紹介等 

第 5 号 平成 15 年 1 月 

・第 3 回地権者懇談会の報告 

・第 4 回地権者懇談会開催案内 

・若手地権者懇談会、まちづくりイベントの状況報告等 

第 6 号 平成 15 年 6 月 

・地権者意向調査実施の案内 

・第 4 回地権者懇談会の報告 

・平成 15 年度の調査概要 

第 7 号 平成 15 年 10 月 

・第 1 回地権者懇談会開催案内 

・地権者意向調査結果概要 

・宜野湾市都市マスタープラン策定状況 

・自然環境調査の概要 

第 8 号 平成 16 年 2 月 

・第 1 回地権者懇談会の報告 

・第 2 回地権者懇談会開催案内 

・跡地利用基本方針の概要（検討委員会委員、基本方針策定

スケジュール、策定体制、基本方針策定に向けた検討事項） 
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 発行時期 主な掲載事項 

第 9 号 平成 16 年 6 月 

・原状回復措置の考え方 

・若手の会及びまちづくり学習の展開に向けた取り組み（普

天間中学校勉強会）の概要 

・平成 16 年度普天間飛行場跡地利用関連調査事業の概要 

・跡地利用基本方針の構成 

第10号 平成 16 年 10 月 

・地権者懇談会の開催案内 

・宜野湾市都市マスタープランにおける普天間飛行場跡地の

構想 

・普天間飛行場の跡地を考える若手の会の活動報告 

・基本方針策定調査の今年度以降の進め方 

・跡地利用基本方針への地権者意向反映の仕組み 

第11号 平成 17 年 2 月 
・「普天間飛行場跡地利用への私たちの考え」（若手の会）の

紹介 

第12号 平成 17 年 3 月 

・跡地利用基本方針策定にかかる指針案（中間とりまとめ） 

・若手の会の活動報告 

・（仮）普天間公園の考え方 

第13号 平成 17 年 7 月 

・今年度調査の重要性について 

・基本方針策定までの流れ 

・基本方針策定にあたっての地権者への情報提供・意向把握

の方法 

・県民レポート及び県民フォーラムの実施案内 

・若手の会の活動状況 

第14号 平成 17 年 8 月 

・ハガキアンケートの提出依頼 

・第 1 回地権者懇談会の報告 

・若手の会の活動報告 

・地域フォーラムの実施案内 

第15号 

（拡大版） 
平成 17 年 11 月 

・跡地利用基本方針(案)の内容 

・地権者懇談会への参加及びハガキアンケート提出依頼 

第16号 平成 18 年 2 月 

・地権者を対象とした講演会の開催案内 

・跡地利用についての地権者の意見紹介（第 2 回懇談会） 

・若手の会の活動状況（基地周辺ウォーキング） 

 

今年度発行した第 13号～16 号までの内容は次頁以降のとおりである。 
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【ふるさと 13号】 
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【ふるさと 13号】 
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【ふるさと 14号】 
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【ふるさと 15号（拡大版）】 
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【ふるさと 16号】 
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